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前内閣府公益認定等委員会委員長代理･公認会計士佐竹正幸推薦
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◎前内閣府公益認定等委員会委員長代理。佐竹正幸氏に、新制度
のツボをインタビュー。

◎移行法人が直面する実務上の問題点を分かりやすくＱ＆Ａにま

とめ、申請書類の書き方を解説。

◎公益認定基準、公益目的支出計画の計算方法を紹介。

◎移行後の定期提出書類に記載する内容についても言及、特に難

解といわれる「公益目的取得財産残額」について、具体例を用い
て解説。
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第１部【インタビュー】審査の現場から－前内閣府公益認定等委員会委員長代理･佐竹正幸氏に訊く－

第２部Ｑ＆Ａ移行申請害作成の実務

第１章公益認定の基礎

Ｑ１移行認定申請書の構成Ｑ２予算書と会計区分Ｑ３会計区分と公益認定基準との関係

Ｑ４事業単位のまとめ方Ｑ５公益目的取得財産残額Ｑ６収支予算書の考え方

Ｑ７公益認定申請の予算書の作り方Ｑ８会計・事業への費用按分の方法と注意点

Ｑ９収益の計上①－社団法人の受取会費Ｑ１０収益の計上②一財団法人の受取会費

Ｑ１１収益の計上③－受取寄付金Ｑ１２収益の計上④－基本財産運用益

Ｑ１３収益の計上⑤－事業収益Ｑ１４補助金や寄付金の受入と振替の方法

Ｑ１５指定正味財産を原資とした固定資産Ｑ１６予定貸借対照表の目的Ｑ１７予定貸借対照表の作り方

第２章公益認定基準等

Ｑ１８収支相償を満たすことができない公益目的事業がある場合

Ｑ１９法人の柱である公益目的事業が黒字である場合の対策

Ｑ２０公益目的事業のみを行っている法人の法人会計（管理費）の収入

Ｑ２１社団法人の会費の５０％では管理費を賄えない場合

Ｑ２２使途の定めのない寄付金のみにより事業運営している場合

Ｑ２３収益事業の利益の５０％を公益目的事業に繰り入れる方法

Ｑ２４収益事業の利益の５０％繰入れにより黒字となる場合の対策

Ｑ２５公益目的事業の赤字を補填するため収益事業の利益の５０％超を繰り入れる場合

Ｑ２６法人税法上の収益事業が公益目的事業となる場合

Ｑ２７公益目的事業の赤字及び法人会計の黒字力伏きい場合

Ｑ２８収益事業とは別に会員のための共益事業がある場合Ｑ２９土地の使用に係る費用額を算定する方法
Ｑ３０無償の役務提供等に係る費用額の算定方法Ｑ３１控除対象財産とは

Ｑ３２保有している金融資産が遊休財産になるかどうかの検討Ｑ３３個別法と簡便法の違い
Ｑ３４墓本財産運用益

Ｑ３５５０％超繰入の場合の繰入限度額の計算（別表Ａ(2)）

Ｑ３６公益目的取得財産残額の計算方法（別表Ｈ）

Ｑ３７公益目的取得財産残額とならない公益目的事業会計の収入

公益移行認定申請言の作成例

第３章一般認可の基礎

Ｑ３８移行認可申請害の構成Ｑ３９予算書と会計区分Ｑ４０会計区分と認可申請の関係
Ｑ４１会費を財源としている社団法人の場合

Ｑ４２事業収益と寄付金を財源として活動している社団‘財団法人の場合

Ｑ４３実施事業等として特定寄付を採用するケースＱ４４公益目的財産額の定義

Ｑ４５時価評価が必要な資産（別表Ａ(1)関係）Ｑ４６時価評価資産以外の資産（別表Ａ(2)関係）
Ｑ４７引当金等（別表Ａ(3)関係）Ｑ４８公益目的支出計画の概要

Ｑ４９公益目的事業と継続事業の相違点（別表Ｃ(1)．(2)関係）Ｑ５０公益目的支出計画の年数（別表Ｃ(5)関係）
Ｑ５１公益目的支出計画の性格Ｑ５２「確実に実施すると見込まれる」ことの意味（別表Ｄ関係）
Ｑ５３非営利型法人の要件Ｑ５４移行認可後の手続

一般移行認可申請害の作成例


